平成２１年度九州ブロック保健師等研修会復命書

期日：平成２１年１０月２８日（水）～１０月３０日（金）

場所：１０月２８･２９日「てぃるる沖縄」

　　　１０月３０日『那覇市ぶんかテンブス館』

参加者：山内　るみ（阿蘇市）　太田　真由美（合志市）

◆第１日目　１０月２８日（水）

講演「地域というフィールドをふみしめて」

～保健師が行う地区活動をすすめるために～

　　　　　　　　国立保健医療科学院公衆衛生看護部　主任研究官　中板　育美　氏

近年の保健師活動のなかで地区活動の弱体化が懸念されています。行財政改革や市町村合併が進展するなか、保健師の担当領域が多様化し、多くの分野で保健師の活躍に期待がかかる一方、採用控えで保健師が多くの業務に追われているからです。しかし、さまざまな健康課題、さまざまな専門職が地域に存在する今日、その地域を丸ごとフィールドとする地区活動は保健師にしかできません。

今回、取りまとめられた「地区活動のあり方とその推進体制に関する検討会報告書」より、市町村の業務形態の違いによる地区活動の効果と課題、地域で保健師が展開する地区活動の具体的な展開方法および技術について、また、保健師が実践する地区活動のありかたについて講演がありました。

○継承・人材育成・現任教育

保健師の２００７年問題は、これまで培われてきた保健に関する専門知識や技能・技術を保有する保健師が一斉に退職することによる地域保健活動へのマイナスの影響が懸念されています。

また、分散配置などにより、中堅保健師あるいは指導的立場の保健師の力も分散され、採用後の教育（ＯＪＴ）を実施できる人材不足が生じています。

〈課題〉

· 育成のための時間が十分に取れない環境

· 育成に携われる人材が不足

· 育成に意欲を示す中堅人材が不足

· 育成にかけるお金がない

人材育成の一環として取り入れた地区活動について後半、講演がありました。
○市区町村の保健師の活動体制について

人口規模３０万人以上の市以外は、主たる体制が地区担当制と答えている割合は多い。しかし、その多くの自治体が完全な地区担当制ではなく、副として業務分担制を導入しており、目の前の業務に“流されやすい”“傾きやすい”と感じており困惑している状況がありました。

〈保健師活動の現実に対する揺らぎや戸惑い〉

· 保健師の分散配置で、（衛生部門での）一人の保健師の担当地区が広範囲になり、業務分担の併用の影響もあり、業務優先になりやすく、地区に入ることが難しい。

· 地区担当があっても、業務担当の比重が多くなり、保健師としての専門性を活かす地域全体の健康課題の把握までいかない。

· 地区課題を感じながらも、業務に追われてしまい、地区担当のいいところが活かされた対策を講じることができていない。

· 地区担当制でも、保健師の経験年数が浅いと業務主体の活動が楽なので、そちらに流されやすく、結局、家庭訪問件数も少なく、地区活動が展開できていない。

· 地域の実態を把握し地区ごとの対策を立てる力が弱くなっており、保健師らしさが活かされにくい。

○「専門性」という言葉がしめしているものは？

· 地区担当制におけるデメリット

「地域は見えるが専門性が深まらない」

· 業務担当制におけるデメリット

「専門性は深まるが地域は見えない」

保健師の専門性・・・業務？事業？➠保健師活動を支える手段

分野別（健康づくり、高齢者保健、母子保健、精神保健など）の活動は地域の健康水準のＵＰ（自分らしい暮らし）というＧＯＡＬ（旗）に向かうためのひとつの手段。

保健師の専門性は、これらの手段の行使にとどまらない奥深さがある。

一人ひとりの住民を“この地区の生活者”として理解し、そこから地域共通の健康問題を見出す。その課題を地域の伝統・文化、地域ルールから乖離することなく、また住民とのパートナーシップ・協働に価値をおきながら、問題を解決していく道筋を模索する。これが公衆衛生看護活動の姿であり、公衆衛生看護活動の担い手である保健師が地域に対するこだわりを持ち続ける意味である。

保健師は、この活動を地区活動という地区に入り込む手法で守り続けてきた専門家である。

○地区活動とは・・・

保健師は、一人ひとりの健康問題を地域社会の健康問題と切り離さずにとらえ、対象地区において、地区の伝統や風土（地理的条件・歴史的条件・文化社会的条件など）と、個々の生活意識や行動を結びつけて個人を理解しようとする。その上で家庭訪問や健康教育、健康相談、地区住民との協働を通じて個人とのかかわり、環境や周囲に暮らす人々にも働きかけ、ひいては地域全体の健康水準の向上をもたらしていく活動である。

　そして地区活動は、『保健師活動の使命を果たす最適な手法である』。
○地区活動を推進する体制

1． 総体的にプライマリーに相談を引き受ける体制

2． 生活重視・住民主体の活動が保証される体制

3． 切れ目ない個別支援を支える体制～セーフティネットの立役者～

4． 個別支援からシステム作りを生み出す体制

5． 活動をつなぐ・関係をつなぐツールとした記録を重視できる体制

～地域関係者（民生委員や自治会長など）との信頼をつなぐ～

①総体的にプライマリーに相談を引き受け、生活モデルで捉える
（疾病から入るのではなく生活から入る）

生活モデルは、人の健康が長年の生活スタイル、生活行動、傍にいる人々との関係性・情緒的なやり取りや環境抜きでは語ることができないという考え方をベースにしている。⇒②おのずと、生活重視・住民主体の活動が保証される体制でなければならない。

　顕在化したニーズや問題から、その本質を当事者や家族とともにひも解き、必要なサービス（縦糸）をコーディネート（横糸）として家族とともに真の回復・解決を目指す。そのかかわりを評価し、維持し、バックアップするシステムを築き、個を介して改善点を見出し、より良い資源に向けてのアクションを起こす。

個から地域システムへ…個を介して築いたネットワークやシステムが、他の住民にとっての地域資源として自立的に有機的に動き出せるよう働きかける。⇒③支援の目線が途切れずに、個別支援を支える仕組みを生み出す体制～セーフティネットの立役者～

個・家族→近隣住民→同じ問題を抱える仲間（集団）→地域の関係者や一般住民へ

地域的な共通性を持つ健康課題→地域集団としての集合データ→個別事例へ

蓄積した集合データと個別事例のデータを重ねて地域を知り、環境集団と協働して、効果的な対処方法を創造的に見出す活動。⇒④個別支援からシステムづくりを生み出す体制

⑤活動をつなぐ

⇒地域関係者との信頼をつなぐ

⇒関係をつなぐツールとした記録を重視できる

· 人と人とのつながりの引継ぎ

地区内で関わりのあった自治会長や民生委員、主任児童委員などの地域関係者や必要と判断されるケースへの挨拶。
· 活動の引継ぎ

事業の位置づけや事例への対応などの総体的な記録。
関係機関・地域の関係者の名前と連絡先、連携時の注意点などのまとめ。
特に地区活動は、地域診断・企画意図（目的・目標）・行動計画など具体的な動きを記したフローチャート、進捗状況、優先順位、リスクも含めた今後の見通しなどを記したもの。
保健師活動の成果は、数年の経過を積み上げて、ようやくもたらされる。一方、行政保健師の異動は常則で、志半ばで異動！活動が異動とともに途絶えてはならず、多忙を理由に努力を惜しんではならず、その努力が活動の厚みや豊かさにつながる。

○エリアマネージャー　～地域というフィールドをしっかりと踏みしめて～

エリアマネージャーとは・・・

最も誇らしげに“私の地区のあるべき姿”を語れる保健師へ！
地区内の関係者や住民たちと協働で、地区全体のビジョン＝目指したい姿（活動の達成の姿）を描く保健師。
サービスマネージャーとは・・・

主に児童福祉分野、高齢福祉分野等の衛生部門以外への分散配置先保健師。
縦割で細分化される組織のあり様が進む中、サービスマネージャーは人々の健康と生活を守ることにほつれが起きないよう、エリアマネージャーというジェネラルな横糸を支える縦糸である。

○エリアマネージャーとサービスマネージャーで織り成す重層的な活動を目指して

１．エリアマネージャーはサービスマネージャーとともに、切り口は違っていても「地域とみて・つないで・うごかす」ために

・個々のケースへの家庭訪問

・地区への訪問、住民との協働体験を積極的に行う

２．地区の目指したい姿を提示するエリアマネージャーは、サービスマネージャーやさらに県型保健所とともに目指したい姿を共有し、その行動計画に向けた話し合いを保証する地域（業務）連絡会を復活または創設する。

３．新任期の３～５年間は、保健衛生部門でのエリアマネージャーとして優先的に配置し、地区活動への愛着形成を図る。

４．エリアマネージャーとサービスマネージャーは固定せず、計画的な研修とジョブローテーションがなされるよう配慮する。
５．上記を推進・マネジメントできる統括保健師を設置する。横糸の役割（エリアマネージャー）と縦糸の役割（サービスマネージャー）重層的な関係により、地域マネジメント機能をより一層総合的でかつ厚くできる。

○地区活動の力量を形成する人材育成
１．地域への訪問～地図を手に～人と人が暮らす環境を捉える力を
“私の地区”と言える愛着

新人には白地図を渡し、３ヶ月間でその地図を作り上げるという新人教育を実施する。最初は“地域の歩き方”もままならないために先輩が同行。慣れれば一人で「地区への訪問」を行い、情報を集めて地図を埋めていく。

豊かな先輩保健師の存在と白地図に色を置いていく作業は、新人保健師に点で終わらず面として捉えることの意味（人はこの地域で生きている）を伝えていく。

新任期（５年以下）はエリアマネージャーとして配置を！

2． 健診データと事業のすり合わせから家庭訪問によるニーズ把握へ

地域と絡むことで学び、育つ

高齢者の健診データを保健衛生部門で集約・分析していたＡ市は、データ分析の中で実施している「うつ予防教室」は閑古鳥がないているのに、一般高齢者に“うつ”項目該当者が多い事に気が付いた。担当地区毎にうつ項目該当者を抽出し、地区担当者による家庭訪問を提案。新人保健師には先輩が同行。

該当の１/３は受診や予防的介入が必要と判明。家庭訪問等の地区活動と事業の連動を体感したこと、「様子伺い」の為の訪問が増え、住民との関係づくりの体験等を通して新人保健師は自分の存在を実感できた結果となった。

3． 家庭訪問（密室化からの解放）

援助者側から出向いて行く活動＝アウトリーチ活動

ぜひ、ベテラン保健師が家庭訪問のロールプレイを。先輩の「しっかり現場を見る！」というメッセージはその後の体験によって揺るがない姿勢に結びつき、さらに新人育成の姿勢につながる。

4． 事例検討会を開く

住民のために！私のために！

事例検討会が保健師らしい働きかけや住民とのかかわりを言語化し、先輩の判断や行動にも触れる機会となる。仲間同士で自らの支援を共有し、意見交換することで暗黙知が形式知として整理され、互いに仲間同士で吸収し合える。

☆戦中戦後住民のために歩き回った保健師の像を忘れてはいけない。その時々で、課題は違うが、姿勢は同じである。健康の守り手である保健婦は幸せの守り手でもある。

◆第２日目　１０月２９日（木）

午前：実践報告

　　テーマ：個別支援の小さなネットワークから地域への仕掛けへ

　　座長：琉球大学医学部保健学科教授　宇座　美代子　氏
報告①「生活習慣病から保健師活動を考える」

　　　　　　　　　　　　　　沖縄県南城市健康課　保健指導係長　井上　優子　氏

平成5年4月に行政保健師として採用され保健師として働きはじめ、約１０年間は保健師の専門性とは何か？浅く広くしごとをするのか？新しく法律が制定されれば、その法律を理解することが基本であることすらわからず不安だけが先行していたそうです。

しかし、保健師職能として、行政の保健師として、どこに向かって活動をするのか生活習慣病を視点に法的根拠に基づき地域の実態を把握しながら学習と実践を積み重ね、今保健師が何をすべきかが明確に整理されたそうです。

1． 国の方針を理解する

法律が決まったとき、すぐ目につくのは何の事業をするのか（方法論）であった。しかし、なぜやるのか？地域の実態はどうなのか？理解する必要がある。

2． 健康の定義をどうとらえているか

「健康」に対する基本的な考えをおさえる。ヘルスプロモーションを再度学習した。

3． 実態をみること

物事を総合的に理解するには整理をして構造化する。構造図から各種データが一連の流れでつながっていることに気づく。健診データが悪ければどこに向かうのかが整理されはじめて予防の視点がどこにあるのか理解できる。
報告②「産科医師の確保が難しい地域での妊婦支援（報告）」

　　　　　　　　　　　　　　沖縄県北部福祉保健所　主任保健師　宮里　明美　氏

北部保健所管内は沖縄県北部に位置し、那覇市から約70ｋｍ。面積は本島の約４割を占めている。１市１町７村からなり、離島３村を含んでいる。過疎地域が６村あるが、保健師の定着が難しく２～３年で退職し、経験が浅い保健師が多い。産科医療は県立病院１（医師２名・助産師１３名）、開業産科医院２（医師２名・助産師５）助産所０である。

出生率は10.6で県12.1より低いが､大学誘致し若者が多い名護市においては12.4と県平均より高い。一方、過疎化の進む東村では年間出生１０人程度である。

低体重出生率は、全国一高い県である。県11.8、全国9.7であるが、北部地域も11.7と県並みに高い。若年妊婦は全妊婦の3.3％（県2.6％、全国1.4％）で、ここ数年を比較しても常に高い状態にある。若年妊婦の妊娠１１週までの届出は54％と低い。人工死産率は36.6、県19.5と約２倍近く高率で平成１２年から同じ状況にある。

〈北部地域の妊婦支援の課題〉

· 都市部から遠く、過疎化が進みつつある北部地域では産科医師の確保、定着が難しい。

· ６つの過疎地域では保健師の定着が難しく、２～３年で退職。経験の浅い保健師が多い。

· 母親学級を開催しても、受講者が少ない。妊婦のニーズの把握が不充分。

· 妊婦健診未受診者には、経済的な問題や未婚等の問題を抱えている妊婦が多い。

· 離島の場合、台風等の気象の影響や健診の旅費、宿泊費の負担大きい。

· ２件の開業医は各々医師１人。県立病院の休止やハイリスク妊婦の増加で、開業医は疲弊してしまう。

〈対策〉

· 北部で働く医師や保健師等を孤独や不安にさせない。

1 関係者のネットワークづくり。仲間づくり。

2 適時相談ができる体制（システム・人）がある。

3 研修参加等の機会の保障

4 地域の組織や団体とのつながり。支える地域がある。

· 妊婦の自己管理力を高め、ハイリスク妊婦を減らす。

1 妊婦の生活実態や意識の把握（ニーズの顕在化）

2 個別支援の強化（相談できる人、場所の周知）

3 ニーズに合った学習プログラム、資料の工夫。

4 妊婦健診の公費負担制度の維持、離島妊婦の旅費等の軽減策。

· 妊婦支援システムの構築（機能するシステム）

医師や保健師等医療関係者の異動があっても、しっかりしたシステムがあれば、後任でも早くに関係者と知り合い、ケースの相談ができ、支援が継続して行える。

· 支援者の支援技術や意識の向上

どんなに良いシステムがあっても、支援者個人の知識や技術またケースへの思いが不足している場合は適切な支援ができないことがある。事例検討会、研修等を通して妊婦支援の技術を高め、支援の重要性についても確認できるようにする。

報告③「仙台市の自殺予防対策の取組み」

　　　　　　宮城県仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課長　太田　みどり　氏

保健師の地域活動の中で、人と人のつながりを強化していく地域つくりの大事さについて自殺予防対策の取組みを通して報告かありました。

仙台市の概況は、人口1,028,091人、世帯452,885世帯、高齢化率18.2％

若い人の多いまちだが、高齢者の一人暮らしも増加している。

仙台市の自殺者の推移は、平成10年を境に急増し、特に男性の自殺者が増加。また、市民健康意識調査からストレスを感じている人の割合（平成17年）が若い人ほど、ストレスを感じている人が多かった。30～40代男性の3人にひとりは熟睡感がないと感じている実態があり、「仙台市いきいき市民健康プラン」（計画期間：平成14年度～22年度）にこころの健康づくり分野として自殺者の減少目標をあげる。

【取組み】

· 厚生労働省こころの科学研究事業『自殺対策戦略研究』と連動した取組み

· これまでの保険事業を生かし、その中に自殺予防の支店で見直していく取組み

· 地域住民と課題を共有し、何ができるか話し合い、住民主体の活動にしていく取組み（宮城野区地域こころの健康づくり事業・介護予防事業等→自主活動への発展）

· 国の「地域自殺対策緊急強化基金事業」活用

【現在の主な具体的取組み】

１．連携体制づくり

〈庁内〉 ・仙台市自殺対策予防プロジェクト会議（H18.10設置）
・自殺予防対策プロジェクト会議宮城野区担当者会議

〈庁外〉 ・仙台市自殺対策連絡協議会（H19.11設置）

２．一次予防

自殺やうつの問題について、意識を高め、市民全体の取組みを推進。

1 一般住民向け普及啓発

メンタルヘルスの啓発・・・市政だより、ＨＰ、シンポジウムの開催、自殺予防週間キャンペーン、地域健康教室、健康まつり等、地区社会福祉協議会の活動

2 地域のキーパーソン向け普及啓発

民生児童委員研修、地域包括支援センター職員研修、保健福祉関係者、区役所職員研修

３．二次予防

ライフステージの中で、問題を抱えた人が早期に相談につながり、必要な支援が提供できる支援体制づくり。

1 抑うつ高齢者地域ケア事業

· 鶴ヶ谷プロジェクトを基盤に、抑うつ高齢者等地域ケア事業化（H17.10～）

鶴ヶ谷地区→宮城野区全域へ→市内全域へ（H19.10～）

· 地域ケア事業のケアプログラム

2 働き盛りのメンタルヘルス（職域、地域からのアプローチ）

· リーフレット等を通して、相談窓口の普及啓発

· 事業所と連携したメンタルヘルスモデル事業

3 子育て支援

· 産後うつや子育てに悩む母親支援

4 かかりつけ医との連携

· かかりつけ医うつ病対応能力向上研修（医師会委託）

４．三次予防

自死遺族が孤立せず、支えあうことができるように

· 自死遺族へのアプローチ（わかちあいの会の周知）

· 自死遺族会への支援（活動助成制度開始H20～）

報告④「この時代の現任教育」～新人を育てるプリセプターシップを通して～

　　　　　　　　　　　　　沖縄県宮古島市国民健康保険課　保健師　根間　京子　氏

宮古島市は平成17年10月に１市３町１村が合併し、人口約５万４千人、年間出生数600人、高齢化率22％である。現在実施している現任教育プログラムは、市町村合併前の平成15年度に旧城辺町で始まった。旧城辺町では毎年退職者がおり、新任保健師が採用されても、先輩保健師も経験２～３年と十分な新任者教育ができない状況が続いていた。保健師の定着と新任者へのきちんとした新任教育を実施できる体制作りを目的に、平成15年度に琉球大学の「新任保健師の遠隔継続教育プログラムの開発」研究に参加し、現任教育を開始した事をきっかけに、現在も継続して実施している。

〈保健師の配置課と数〉

	課　名
	人　数

	健康増進課
	10名（課長級1名、係長級1名含む）

	国民健康保険課
	4名

	地域包括支援センター
	3名（課長級1名、係長級1名含む）

	障がい福祉課
	2名


合計19名の保健師が、4課に分散配置されている。健康増進課長が統括保健師となり、まとめ役を担っている。月に1回、4課全員の保健師で保健師会議を実施している。

〈現任教育プログラムの特徴〉

1 新任者に1年間プリセプターをつけ、通常業務での指導（OJT）を中心に行う。

2 年3回の教育レポート、自己目標の提出を行う。

3 新任者は対人支援能力向上、中堅者は指導能力向上、管理者は管理能力向上とそれぞれの段階に応じた教育目標がある。

4 新任者、中堅者、管理者、大学も含めた総合的な教育プログラムである。

〈現任教育プログラムの利点〉

1 プリセプター制なので、日常業務の中でタイムリーな新人指導ができる。

2 後輩の指導を通して先輩保健師も学ぶ事ができる。

3 新人は皆で育てる、専門職は皆で学びあうという意識が育つ。

〈現任プログラムの欠点〉

1 導入に関して…内容がイメージしにくく、プリセプターとなる中堅保健師が導入に消極的になる点。

2 実施に関して…レポートや自己目標を記入しただけで終わりになりやすい点。プリセプターや管理者がきちんとフィードバックしないと教育効果が低くなる。

〈課題〉中堅、管理者保健師への現任教育体制の充実

管理者は、現任教育プログラムではリーダー保健師の事であり、中堅保健師の業務は十分に出来ても、これまでより広い視野で仕事をする事が求められ、専門職だけでなく事務職との調整も多くなる。管理者としての自覚も無いまま、リーダー保健師として中堅保健師を指導する立場になると戸惑いも多い。中堅期のうちから、将来リーダー保健師として生き生きと活動するために、先輩リーダー保健師との交流や管理者研修への参加等を計画的にすすめる必要がある。

午後：グループワーク

テーマ：「地域への責任を果たすために」
· 地域全体を見る保健師の視点

· 実践するための工夫

　１４グループにわかれ、午前中の実践報告や自分自身の経験から地区活動のこだわりや地域全体を見る視点の工夫について意見交換が行われました。
　座長宇座氏より「ベストプラクティスを生み出す保健師活動のコアの構造」をつかってまとめがありました。
『つなぐ』…看護師と違い、ネットワークづくりをするのが保健師の特徴。

保健師同士のつながり、住民とのつながり、他機関・他職種とのつながり。
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◆第３日目　１０月３０日（金）

講演「新型インフルエンザ対策」～これまでの反省と提言～

国保・健康増進課副参事兼中央保健所班長　国吉　秀樹　氏

沖縄県は以前より、夏場にもインフルエンザが流行していたが、平成２１年６月２９日に県内における新型インフルエンザ感染の第一例目が報告された。その後、８月にまん延期をむかえ、８月１５日県内初（国内初）の死亡事例が出た。その翌日８月１６日、一部の医療機関に患者が押し寄せる事態となり、医師をはじめ看護師、事務職員も疲労困憊な状況にあった。

· 多くの（軽症）患者が医療機関を圧迫

多くのインフルエンザ患者が、救急外来のある病院に殺到。特に、休日夜間は患者が集中。

→患者の受診を分散させる

受診行動に対する啓発。特に、できるだけ昼間の受診を。発熱したときの対応等をテレビやラジオのコマーシャルで周知。

一部の医療機関に患者が集中しているため、医師会に依頼し、休日・時間外診療を行う。

· 医療機関への電話による相談が予想以上に多く負担に

医療機関への電話での問い合わせが多く、病院業務に支障を来たした。

→電話対応のための要員確保のため、看護協会に協力をお願いし、電話相談を行う。

· 重症患者に適切な医療提供をする体制が急がれる

対応できる病床やレスピレータ等の医療資源の不足が懸念された。

→ＩＣＵ治療の必要な重症患者の受け入れ病床を確保するために、人工呼吸器の使用状況を把握。

第２波に向けて・・・

　咳エチケットの徹底、適正受診行動、ワクチン優先接種に対する理解（接種医療機関の公表の仕方、タイミングなど）、今後、いかに住民に適正な情報を伝えるかが重要になってくるとの提言がありました。
講演「これからの地域保健活動で保健師に期待するもの」

厚生労働省健康局総務課保健指導室　吉田　直美　氏

今後の地域保健の総合的な見直しの方向性、方針について講演があった。

〈課題〉

（1） 保健所・保健師等が抱える課題とその原因の分析・整理

（2） 公衆衛生従事者の確保と質の向上に向けた検討

〈今後の方針･方向性〉

1 現状把握

2 検討会報告書等の検証

3 地域における現任教育体制の確保

4 検討会の設置

現状を踏まえ、地域保健のあるべき姿の方向性・保健所の機能・保健師の役割検討

5 検討結果を踏まえ「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（告示）や「地域における保健師の保健活動の指針」（通知）等の必要な改正を行う

◆研修に参加して

今回、研修会に参加して、その時々で保健師を取り巻く環境や健康課題も違いますが、保健師の姿勢は変わらないと言う事を実感しました。今までの歴史のなかで先輩保健師が築き上げてきた、保健師は訪問してくるものと住民が認知していた「訪問する文化」が途絶えないよう地区活動を実施していきたいと思います。
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